
無戸籍でお困りの方々へ

【 無戸籍解消までの道のり（法務省のホームページへ）】

法務省では、出生の届出がされておらず、無戸籍となっている方々について、その実情

に応じた案内をするため、全国各地の法務局に相談窓口を設け、戸籍をつくっていただく

ための手続案内をする等、様々な取組を行っています。

また、戸籍に記載されていない方をご存じの方も、ご相談ください。

【相談窓口】

福岡法務局民事行政部戸籍課

０９２－７２１－９３３４

（平日８時３０分～１７時１５分）

なお、全国の弁護士会及び法テラスにおいても相談を受け付けています。

⇒《福岡県弁護士会（外部リンク）》

令和６年６月２９日（土）には、福岡県弁護士会主催で無戸籍者問題電話相談が

行われます。詳しくは、こちらのホームページをご覧ください。

⇒《法テラス福岡（外部リンク）》（無料の法律相談について）

⇒《法テラス福岡（外部リンク）》（弁護士等費用の立替制度について）

【民法等の一部を改正する法律について】

令和６年４月１日から、民法等の一部改正が

施行され、嫡出推定制度や嫡出否認制度が変わ

りました。詳しくは、法務省ホームページをご

覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034
https://www.fben.jp/
https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-fukuoka/
https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html

